
 1 食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針  

 この食品衛生監視指導計画は、重点的、効果的かつ効率的な食品衛生の監視指導を推進するもの

で、松山市では、食の安全性確保のために次の８つの基本的指針に基づき策定しました。 

 

 2 重点的な監視指導事項  

 一般的な監視指導項目に加え、関係施設に対して以下の重点的な監視指導を実施します。 
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 和６年度 松山 食品衛生監視指導計画の概要 



    和５年度松山 食品衛生監視指導計画  の変更点  

 令和５年度計画からの主な変更箇所は次のとおりです。 

項  目 内    容 

記載内容 

「食品衛生法第２４条に基づき定める都道府県等食品衛生監視指導計画

について」（令和５年２月９日付け消食表第５６号・薬生食監発０２０９第２号

通知）に基づき、必須記載内容を盛り込みつつ、適宜、内容を簡素化し、重

点事項を浮き出しやすくしました。 

デザイン 

市民意見公募手続の趣旨を鑑み、「見やすさ、分かりやすさ」を重視し、

計画全体のデザインを刷新しました。また、これまで別紙として添付してい

た各種計画表や用語解説等を計画本体中に差し込み、事項ごとの「見やす

さ」を改善しました。 

 

    和６年度に監視指導     する事項  

 令和６年度に更なる監視指導体制の強化を図る事項は次のとおりです。 

項  目 内    容 

HACCPに沿った 

衛生管理の推進 

食品衛生法の改正により、原則全ての食品等事業者に対して義務付け

られた「HACCP に沿った衛生管理」について、引き続き、一層の推進と実

効的な取組の支援を行います。重点監視指導事項の中でも、最重点事項の

１つとして注力します。（計画１０ページ） 

広域的な食中毒及び

違反食品の防止対策 

広域にわたる食中毒の発生や規格基準違反食品等の流通は、全国的に

散発しているため、防止対策を強化します。広域流通食品等を製造する市

内の大規模製造施設に対し、監視指導を強化し、収去検査も積極的に実施

します。（計画１１ページ） 

その他の対策 

・令和６年度には、道後温泉本館保存修理工事終了による全館営業の再開

が予定されており、それに伴う宿泊客の増加や食品を取り扱うイベント等

の増加が想定されることから、旅館・ホテル等の監視指導を随時実施する

ことに加え、事前啓発活動等も積極的に行い、食品事故等の未然防止を図

ります。（計画８、１１ページ） 

・「食品衛生責任者の選任と資質向上について」（令和５年８月３１日付け生

食発０８３１第１９号通知）に基づき、養成講習会及び実務講習会の受講機

会の確保を促進するとともに、一般社団法人愛媛県食品衛生協会と連携

して、積極的な受講を強く働きかけます。（計画１１ページ） 

 


